高齢者の人権に関する政府間作業部会（人権理事会決議58/13）
作業計画案*（2026年6月17日現在）
第1回会期 2026年7月13日～17日
ジュネーブ、パレ・デ・ナシオン、テンプス

	時間
	月曜日
2026年7月13日
	火曜日
2026年7月14日
	水曜日
2026年7月15日
	木曜日
2026年7月16日
	金曜日
2026年7月17日

	10:00～13:00
	
会議なし**
	
議題3（続き）

構成および指針となる原則に関する一般討論（続き）


	議題4（続き）

意見募集の結果


その後、対話型討論

 
	項目4（続き）

焦点討論： 
条約の監視体制 


その後、対話型討論


	議題4（続き）

（今後の）スケジュール

その後、対話型討論


	
	休憩

	15:00～18:00
	議題1. 開会。

人権高等弁務官または副高等弁務官による開会挨拶（調整中）

議長および報告者による声明

議題2. 議題・議事日程の採択。

議題3. 一般発言。

構成および指針となる原則に関する一般討論
	議題4. 全体討論。

「ゼロからの構築ではない」 

その後、対話型討論


	議題4（続き）

指針となる原則および構成に関する議長による文書「考察の材料」についての
討議

その後、対話型討論



	議題4（続き）

他の国連の制度との対話

その後、対話型討論

	議題5. 結論。

議長の結論および
今後の取り組み


* 2026年6月17日現在の作業計画案 ― 変更される可能性があります。
** 国連事務局の財政状況に関する措置により、本会期は例外的に4.5日間に短縮されました。
